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ふらっとちゃんです！ 

寒さも本格的になってきましたね！ノロウィルスやイン

フルエンザなど感染症の怖い時期です！ 

うがい、手洗いで予防をしていきましょう☺ 

ふらっと通信   

 

2017年 

1２月号 

藤沢市民祭りも六会公民館ふるさと祭りも、とても沢山の人で賑わっておりま

した。多くの方にふらっとの存在を知って頂けると、とても嬉しく思います！ 

ふらっとでは地域の行事にも参加をしております。今秋は 9 月に藤沢市民

祭り、10月に六会公民館ふるさと祭りに参加させていただきました。今号で

は、藤沢市民祭りのことを参加した相談員よりご報告です✎ 



                              

みなさまはじめまして☺ 今年度から、ふらっとに異動になりました五十嵐です。 

7月から研修を受け、9月に相談支援専門員の資格をもち仕事しております。 

さてみなさん、「相談」ってどんな印象をお持ちですか？私は当初、相談というと「堅苦

しい」「改まってすることではない」など、ネガティブな印象を持っていました。しかし、相談者

の方と関わっていくことや、職場の先輩方と話をしていくうちに、「相談はどこにでもありふれ

ていて、その人が生きていくための一歩になることがあるかも」と思うようになりました。私も

沢山の人に「相談」をしながら生きています。家族や友人、職場の上司・先輩・同僚な

ど、、、相談者の方々にとって私たち相談員もその内の一人になれると嬉しいです。 

福祉の豆知識       成年後見制度ってなぁに？ 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

  

 

職員から❀今号はいがらし相談員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次号は、やすだ相談員へバトンタッチ♪ 

成年後見人とは、加齢や認知症といった病気等になり判断能力が低下した時

に、その判断を代わりに行う人の事です。特に、判断能力の低下は財産や資産

管理に大きな影響を及ぼすので、正常な判断が難しい本人に代わって財産を管

理することは本人の財産を守るために非常に重要なことになります。 

この成年後見人制度には“法定後見制度”と“任意後見制度”の 2種類があ

り、判断能力が低下する前と後で利用する制度が異なり手続きを行う場所も異

なります。 

“法定後見人制度”は本人の判断能力が低下した後に申し立てを行う制度に

なります。法定後見人制度は後見・保佐・補助の 3段階に分けられており、本

人の判断能力の程度によって段階が決められます。手続きを行う場所は、家庭

裁判所で、後見人になるのは家庭裁判所から選任された人がなります。また、

申請の手続きができるのは原則として、４親等以内の親族・本人・市町村長、

これらの人になります。 

任意後見人制度は判断能力が低下する前に利用できる制度であり、つまり、

今元気な人が利用できる制度になります。任意後見制度の手続きを行うのは、

家庭裁判所ではなく公証役場であり、後見人には本人の希望者、すなわち本人

にとって信頼できる人がなります。 

様々な場所で成年後見制度の説明会を行っているので、ぜひ一度ご参加く

ださい☺ 


